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那覇市私道整備補助金交付要綱  

 

 

 （趣旨）  

第１条   この要綱は、私道の整備工事（以下「工事」という。）を行う者に対する補

助金の交付に関し、那覇市補助金等交付規則（昭和５２年那覇市規則第３４号）に

定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。  

 

 

 （補助金交付の対象）  

第２条   補助金は、次の要件を満たした私道の工事を行う者で市長が認めるもの

に対して、予算の範囲内で交付するものとする。  

 （１）道路法（昭和２７年法律第１８０号）の適用をうけない道路で、現に一般

交通の用に供されていること。  

  又は工事完了後一般交通の用に供することができる道路であること。  

 （２）道路幅員（私有地と公有地が並行して一体的に利用されている場合は、合

計幅員とする。）が、原則として３メートル以上であること。（工作物を撤去する

ことにより３メートル以上確保できる場合を含む。）  

 （３）行詰まり私道にあっては、延長３５メートルを越えるものであること。  

 （４）沿道に現に居住の用に供されている建物が４戸以上存し、かつ建物の所有

者（１戸の建物の所有者が複数の場合は、１人と  みなす。）が４人以上であるこ

と。  

 （５）築造１０年以上経過した私道であること。  

  （６）工作物の補償は、建築基準法第４２条第２項に基づく道路（以下「２項道路」

という。）のうち幅員３メートル以内であること。  

 

 ２     補助金の交付を受けて整備した私道については、さらに同一箇所に同一工事

の種類の補助を受けることが出来ない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、

この限りではない。  

 

 

 （工事の種類）  

第３条   補助金交付の対象となる工事の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞ

れ別図に掲げる構造でなければならない。ただし、現地の状況により別図の構造と

同等以上の効用がある場合は、これによらないことができる。  

  （１）舗装工事  



  （２）側溝工事  

  （３）土留擁壁工事（道路保護を目的とするものに限る。ただし２項道路に接する

角地については、敷地保護を目的とすることができる。）  

 

 

  （補償対象工作物の種類）  

第４条   補助金交付の対象となる補償対象工作物の種類は、２項道路に接するものの

うち次に掲げるものとし、それぞれ別図に掲げるものとする。  

  （１）墓  

  （２）塀（建築申請のない敷地であること。）  

 

  ２     片側を補償することにより幅員３メートルを確保することができる場合は、

補償費が安価な工作物であること。  

 

  ３     塀を再築する場合は、道路の中心線から２メートル以上後退すること。  

 

 

 （補助金の額）  

第５条   補助金の額は、市長が別に定める標準設計による工事に要する費用（以下「標

準工事費」という。）を補助対象工事費（当該工事費が標準工事費に満たないとき

は当該工事費を補助対象工事費とする。以下同じ。）とし、この補助対象工事費に

１０分の  ９を乗じて得た額以内とする。  

 

  ２     前項の補助金の額は、５００万円を超えないものとする。  

 

  ３     第１項の規定により算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。  

 

 

 （特別補助）  

第６条   市長は、この要綱による補助金の交付を受けて行う工事に要する経費を負担

する者が、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第 11条第 1項第 1号に規定する

生活扶助を受けている場合には、第４条の規定にかかわらず、市長が認定した額を

補助するものとする。  

 

 



 （補助事業承認の申請）  

第７条   補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ私道整備補助事業承認申請

書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。  

 

（１）代表選任書（第２号様式）  

（２）位置図（２５００分の１程度）  

（３）平面図（５００分の１程度）  

 

  ２   前項の補助事業承認の申請は、補助事業の参加者の同意に基づく代表者をもっ

てしなければならない。  

 

 

 （補助事業の承認）  

第８条   市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類審査、現地調査等

を行い、事業を承認すべきものとみとめたときは、私道整備補助事業承認通知書（第

３号様式）により当該申請者に通知するものとする。  

 

  ２   市長は、前項の書類審査及び現地調査等の結果により事業を承認することが不

適当と認めたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。  

 

  ３  市長は、第１項の規定により当該事業の承認をする場合において必要と認める

ときは、承認に関する条件を付するものとする。  

 

 

 （補助金交付の申請）  

第９条   前条第１項の規定により私道整備補助事業承認通知書をうけた者は、私道整

備補助金交付申請書（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する期

日までに提出しなければならない。  

 

  （１）私道整備補助事業承認通知書の写し  

  （２）権利者に関する調書及び整備承諾書（第５号様式）  

  （３）標準断面図（２０分の１～３０分の１程度）  

  （４）舗装面積求積図（２０分の１～３０分の１程度）  

  （５）構造図（１０分の１程度）  

  （６）工事見積書  

  （７）私道の土地登記簿謄本  



  （８）前各号のほか市長が必要と認める書類  

 

 

 （着手届及び完了届）  

第１０条   補助事業を行う者は、補助事業に着手したとき又は完了したときは、直ち

に補助事業着手、完了届（第８号様式）を市長に提出しなければならない。  

 

 

（維持管理）  

第１１条   補助事業の参加者は、この要綱による補助金の交付を受けて整備した私道

の機能を損なわないように維持管理を行わなければならない。  

 

 

（その他）  

第１２条   この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

 

  付則  

この要綱は、平成３年４月  １日から施行する。  

 

  付則  

この要綱は、平成４年５月１９日から施行する。  

 

  付則  

この要綱は、平成１２年４月  １日から施行する。  



１  舗  装   工   事  

 

 

  (1)Ａタイプ舗装   オーバーレイの場合  

                       （既存のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装をはぎとらないで使用）  

 

                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  t=3～ 4cｍ  

                                                   
 
   

                                                   

                                                  既存のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  

 

 

  (2)Ｂタイプ舗装   路盤を不陸整正する場合  

                       （既存の流しｺ-ﾗﾙ舗装を路盤として使用）  

 

                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  t=5cｍ  

                                                                      
 

    

 

                                                  既存の流しｺ-ﾗﾙ舗装  

                                  補足材 (流しｺ-ﾗﾙ) t=3cｍ  

 

 

  (3)Ｃタイプ舗装   路盤を必要とする場合  

 

                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  t=5cｍ  

                                                                      
 

 

 

  

 

 

                                   路盤材 (粒調砕石、ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ) 

 

※舗装厚については沖縄県技術管理課 土木工事設計要領 道路編「表層と基層を加えた最小厚

さ」表より採択。 



 

  (4)Ｄタイプ舗装   滑り止め舗装の場合  

                       （ｱｽﾌｧﾙﾄ面上に使用）  

 

                                         滑り止め舗装  RPN-1～ RPN-10 

                                                   
 
   

                                                   

                                                ｱｽﾌｧﾙﾄ面  

 

 

  (5)Ｅタイプ舗装   滑り止め舗装の場合  

                       （ｺﾝｸﾘ-ﾄ面上に使用）  

 

                                         滑り止め舗装  RPN-11～RPN-12 

                                                   
 
   

                                                   

                                                ｺﾝｸﾘ-ﾄ面  

 



２  側  溝   工   事  

 

 

  (1)ＰＵ型側溝   ＰＵ３使用（民地側にﾌﾞﾛｯｸ塀等がある場合）  

                       ※必要に応じ、ＰＵ３Ｇ (T-20 ﾎﾞﾙﾄ式ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ付 )使用  

 

                                                

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                            

  (2)ＰＵ型側溝   ＰＵ３使用  

                       ※必要に応じ、ＰＵ３Ｇ (T-20 ﾎﾞﾙﾄ式ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ付 )使用  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 



  (3)ＰＵ型側溝   ＰＵ３使用（民地側にﾌﾞﾛｯｸ塀等がある場合）  

                       ※必要に応じ、ＰＵ３Ｇ (T-20 ﾎﾞﾙﾄ式ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ付 )使用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  (4)ＰＵ型側溝   ＰＵ３使用  

                       ※必要に応じ、ＰＵ３Ｇ (T-20 ﾎﾞﾙﾄ式ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ付 )使用  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (5)Ｌ型側溝   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (6)Ｌ型側溝   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

  (7)Ｌ型側溝   ＰＬ３使用  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (8)Ｌ型側溝   鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄＬ型 (JIS A 5306)使用  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 (9)地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３  土  留  擁  壁  工  事  

 

 

   ※   建設省制定の「土木構造物標準設計」に準ずる。  

         

                                                          

                                          

                                                    

 ※  建築基準法第 42条第  2項に基づく道路               

  のうち角地で、かつ、同法第 44条第  1項              

   に違反しないものであること。（ただし               

   同法第 42条第  3項に基づく道路を除く。）  

                                                           

                                                     

                    道    路                 

      

 

    

 

 

 

 

 

             ※  道路保護を目的とするものに限る。（ただし建築基準法  

         第 42条第 2項に基づく後退が不完全である場合は、その旨  

         の標示をするものとする。）  

 

 

 

 

 

 

     擁壁高は、1.5ｍ以下とする。  



４  補 償 対 象 工 作 物 

 

               １．墓  

               ２．塀  

        ※   整備する道路は、 2項道路であること。  

 

 

 

 

                                                  ・擁壁（工事対象）  

                                                 ・  塀  （補償対象）  

 

                                                   壁面後退済  

                                                    

               （補償対象）墓                     建築未申請敷地  

                                                   ・  塀  （補償対象）  

                                                     

                                                      建築申請敷地  

                                                    ・違法塀（補償対象外）  

                                                       

 

                                          ３ｍ以上  

                                                 

                                      整備する道路（２項道路）  

 

 


